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保険用語の意味を
知りたい

主な保険用語の
ご説明

「ケガの保険」の
しくみ・特長・お支払
について

この保険のしくみが
知りたい

保険料の
お払込方法（回数）

保険料の
お払込方法（経路）

保険料の払込方法
を変えたい
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30給付金等の請求手
続について知りたい

給付金等のご請求
手続について

給付金などが受取
れないケースについ
て知りたい

お支払いできない
場合について

お支払いできる場合、
またはお支払いできな
い場合の具体的事例

保険を解約したい

給付金などにかか
わる税金について
知りたい

解約と解約払戻金に
ついて

税法上のお取扱に
ついて

- 4 - - 5 -



- 6 - - 7 -



- 6 - - 7 -



- 8 - - 9 -



- 8 - - 9 -



- 10 - - 11 -



- 10 - - 11 -



- 12 - - 13 -



- 12 - - 13 -



- 14 - - 15 -



- 14 - - 15 -



- 16 - - 17 -



- 16 - - 17 -



- 18 - - 19 -



- 18 - - 19 -



- 20 - - 21 -



- 20 - - 21 -

（※3）
法令等に基づく対応について

(1)	当社は、この保険契約における契約者、被保険者、保険金・給
付金等の受取人または口座名義人が、日本、米国等の経済制裁
または通商禁止令その他の法令等によって、取引することを禁止
または制限された者である場合、重大事由に該当し、当社はご
契約を解除することができます。この場合、当社は、上記の法
令等に従いこの保険契約に関する情報を米国当局等に対し報告し
ます。

(2)	(1)の場合、保険金・給付金等、解約払戻金の支払い、保険料等
の返金は行いません。また、前項の取扱いによって、契約者、
被保険者、保険金・給付金等の受取人または口座名義人に損失、
損害または諸費用が発生しても、当社は一切責任を負いません。

※	経済制裁等の詳細については、財務省または経済産業省、お
よび米国財務省外国資産管理局（OFAC）のホームページをご
参照ください。
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傷害保険 普通保険約款 目次 

＜この保険の趣旨＞ 
１．会社の責任開始期 
  第１条 会社の責任開始期 
２．不慮の事故等の定義 
  第２条 不慮の事故および不慮の事故による傷害の定義 
３．給付金等の支払 
  第３条 給付の種類、給付金等および給付金額等の指定 
  第４条 給付金等の支払 
  第５条 災害入院給付金の支払に関する補則 
  第６条 災害入院一時金の支払に関する補則 
  第７条 災害手術給付金の支払に関する補則 
  第８条 障害給付金の支払に関する補則 
  第９条 災害死亡保険金の支払に関する補則 
４．給付金等の請求、支払時期および支払場所 
  第10条 給付金等の請求手続き 
  第11条 給付金等の支払時期および支払場所 
５．保険契約者等の代表者 
  第12条 保険契約者、災害死亡保険金受取人の代表者 
６．保険料の払込 
  第13条 保険料の払込 
  第14条 保険料の払込方法（経路） 
  第15条 保険料払込の猶予期間および保険契約の失効 
  第16条 猶予期間中に保険事故が発生した場合 
  第17条 保険料の前納 
７．契約内容の変更 
  第18条 保険料の払込方法（回数）の変更 
８．保険契約者等の変更 
  第19条 保険契約者の変更 
  第20条 会社への通知による災害死亡保険金受取人の変更 
  第21条 遺言による災害死亡保険金受取人の変更 
  第22条 災害死亡保険金受取人の死亡 
  第23条 被保険者の職業の変更等 
  第24条 保険契約者の住所の変更 
９．契約の取消し・無効・解除 
  第25条 詐欺による取消し 
  第26条 不法取得目的による無効 
  第27条 告知義務 
  第28条 告知義務違反による解除 
  第29条 保険契約を解除できない場合 
  第30条 重大事由による解除 
10．解約・解約払戻金 
  第31条 解約 
  第32条 給付金額等の減額 
  第33条 解約払戻金 
11．年齢の計算・年齢、性別および職業の誤りの処理 
  第34条 年齢の計算 
  第35条 年齢および性別の誤りの処理 
  第36条 職業の誤りの処理 
12．契約者配当 
  第37条 契約者配当 
13．時効 
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  第38条 時効 
14．保険契約の継続 
  第39条 保険契約を継続する場合の取扱 
15．契約内容の登録 
  第40条 契約内容の登録 
16．管轄裁判所 
  第41条 管轄裁判所 
17．その他 
  第42条 交通事故割増特則 
  第43条 法人契約特則 
  第44条 災害手術給付金および災害死亡保険金が指定されていない

場合の特則 
  第45条 災害死亡保険金の請求の際の必要書類に関する特則 
  第46条 その他 
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傷害保険 普通保険約款 

（平成27年６月22日改定） 

＜この保険の趣旨＞ 
 この保険は、被保険者が不慮の事故による傷害により所定の入院、手
術をした場合に災害入院給付金、災害入院一時金、災害手術給付金を、
不慮の事故による傷害により所定の身体障害状態に該当した場合に障害
給付金を、不慮の事故または所定の感染症により死亡した場合に災害死
亡保険金を支払うことを目的としたものです。 

１．会社の責任開始期 

第１条＜会社の責任開始期＞ 
１ 会社は、つぎの時から保険契約上の責任を負います。 
 (1) 保険契約の申込を承諾した後に第１回保険料を受け取った場合 

第１回保険料を受け取った時 
 (2) 第１回保険料相当額を受け取った後に保険契約の申込を承諾した

場合 
  第１回保険料相当額を受け取った時（被保険者に関する告知の前に

受け取った場合には、告知の時） 
２ 前項の責任開始期の属する日を契約日とし、保険期間はその日を含
めて計算します。 

３ 会社が保険契約の申込を承諾したときには、次の事項を記載した保
険証券を発行します。 

 (1) 会社名 
 (2) 保険契約者の氏名または名称 
 (3) 被保険者の氏名・生年月日 
 (4) 保険金・給付金等の受取人の氏名またはその受取人を特定するた

めに必要な事項（本約款または特約条項にて特定されるときは、表
示しません。） 

 (5) 保険給付の名称（付加されている特約･特則を含みます。） 
 (6) 本約款で定める保険期間 
 (7) 保険料払込期間 
 (8) 保険金・給付金等の額（付加されている特約･特則を含みます。） 
 (9) 入院支払限度日数（支払対象となる給付金等に災害入院給付金が

指定されている場合） 
 (10)保険料およびその払込方法 
 (11)契約日 
 (12)保険証券を作成した年月日 

２．不慮の事故等の定義 

第２条＜不慮の事故および不慮の事故による傷害の定義＞ 
１ この保険契約において「不慮の事故」とは、急激かつ偶発的な外来
の事故をいい、「不慮の事故による傷害」とは、急激かつ偶発的な外
来の事故による傷害をいいます。 

２ 前項において「急激」、「偶発」および「外来」とは、つぎの各号
に定めるものをいいます。 

 (1) 急激 
  傷害の原因となった事故から傷害の発生までに時間的間隔のないこ

とをいい、慢性、反復性、持続性の強いものは該当しません。 
 (2) 偶発 
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  傷害の原因となった事故または傷害の発生が被保険者にとって予見
できないことをいい、被保険者の故意にもとづくものは該当しませ
ん。 

 (3) 外来 
  傷害の原因が被保険者の身体の外部から作用することをいい、身体

の内部的原因によるものは該当しません。 
３ 疾病または体質的な要因を有する者が軽微な外因により発症しまた
はその症状が増悪したときには、その軽微な外因は急激かつ偶発的な
外来の事故とみなしません。 

４ この保険契約に定める不慮の事故による傷害については、前３項の
ほか、つぎの各号に定めるところによります。 

 (1) 身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸
収または摂取したときに急激に生ずる中毒症状を含みます。 

 (2) 被保険者に施された医療行為による傷害は除きます。ただし、第
１項に定める不慮の事故による傷害の治療のための医療行為による
傷害はこの限りではありません。 

 (3) 疾病による呼吸障害、嚥下障害、精神神経障害の状態にある者の
食物その他の物体の吸入または嚥下による気道閉塞または窒息は除
きます。 

 (4) 感染性食中毒およびアレルギー性・食餌性・中毒性の胃腸炎、大
腸炎は除きます。 

 (5) 外用薬もしくは薬物接触によるアレルギー、皮膚炎などは除きま
す。 

 (6) 洗剤、油脂、グリースまたは溶剤その他の化学物質による皮膚炎
などは除きます。 

 (7) 日射病・熱射病などの過度の高温中の気象条件によるもの、高山
病などの気圧の変化によるもの、乗り物酔いおよび飢餓・渇は除き
ます。 

 (8) 過度な努力や激しい運動中の過度の肉体行使、騒音暴露および振
動は除きます。 

３．給付金等の支払 

第３条＜給付の種類、給付金等および給付金額等の指定＞ 
１ この保険契約の給付の種類は、つぎのとおりとします。 
 (1) 災害入院給付金 
 (2) 災害入院一時金 
 (3) 災害手術給付金 
 (4) 障害給付金 
 (5) 災害死亡保険金 
  （以下、「災害入院給付金」、「災害入院一時金」、「災害手術給

付金」、「障害給付金」を総称して「給付金」と、「給付金」と「災
害死亡保険金」をあわせて「給付金等」といいます。） 

２ 保険契約者は、この保険契約の締結の際、前項第１号から第５号ま
での全部または一部のうち、会社の定める範囲でこの保険契約におい
て支払う給付金等を指定してください。この場合、障害給付金を指定
した保険契約者は、災害死亡保険金を必ず指定することを要します。 

３ 前項において災害入院給付金を指定した保険契約者は、この保険契
約の締結の際、同一の不慮の事故による入院についての支払限度の日
数（以下、「入院支払限度日数」といいます。）を、会社所定の範囲
内で指定してください。 

４ 前２項において指定された給付金等および入院支払限度日数は、変
更することができません。 
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５ 第４条＜給付金等の支払＞の規定にかかわらず、第２項において指
定されなかった給付金等の支払はありません。 

６ 保険契約者は、この保険契約の締結の際、第２項において指定した
給付金等により、災害入院給付金日額、災害入院一時金額、基準災害
手術給付金額、基準障害給付金額、災害死亡保険金額（以下、総称し
て「給付金額等」といいます。）を、会社所定の範囲内で指定してく
ださい。ただし、第２項において障害給付金を指定した場合には、基
準障害給付金額は災害死亡保険金額以下とします。 

給付金等 給付金額等 

災害入院給付金 災害入院給付金日額 

災害入院一時金 災害入院一時金額 

災害手術給付金 基準災害手術給付金額 

障害給付金 基準障害給付金額 

災害死亡保険金 災害死亡保険金額 

第４条＜給付金等の支払＞ 
１ 給付金等の支払は、つぎのとおりとします。 
 (1) 災害入院給付金 

給付金等を支
払う場合（以
下、「支払事
由」といいま
す。） 

被保険者が、保険期間中につぎのすべてを満たす入
院をしたとき 
①責任開始期以後に発生した不慮の事故を直接の
原因とする入院 

②不慮の事故による傷害の治療を目的とする入院 
③上記①の不慮の事故の日からその日を含めて180
日以内に開始した入院 

④別表21-2に定める病院または診療所における別表
22-2に定める入院 

支払額 同一の不慮の事故による入院１回につき、「災害入
院給付金日額（入院中に災害入院給付金日額の減額
があった場合には、各日現在の災害入院給付金日額
とします。）」×入院日数 

受取人 被保険者 

支払事由に該
当しても給付金
等を支払わない
場合（以下、
「免責事由」と
いいます。） 

被保険者が、つぎのいずれかにより支払事由に該当
したとき 
①保険契約者または被保険者の故意または重大な過
失 

②被保険者の犯罪行為 
③被保険者の精神障害を原因とする事故 
④被保険者の泥酔の状態を原因とする事故 
⑤被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運
転している間に生じた事故 

⑥被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれ
に相当する運転をしている間に生じた事故 

⑦原因のいかんを問わず、頚部症候群（いわゆる「む
ちうち症」）または腰痛で他覚症状のないもの 

⑧被保険者が別表35に定める運動等を行っている間
に生じた事故 

⑨被保険者が別表36に定める乗用具等による競技、
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競争、興行（いずれもそのための練習を含みます。）
または試運転（性能試験を目的とする運転または
操縦をいいます。）を行っている間に生じた事故 

⑩地震、噴火または津波 
⑪戦争その他の変乱 

 
 (2) 災害入院一時金 

支払事由 被保険者が、保険期間中に災害入院給付金が支払わ
れる入院をしたとき 

支払額 災害入院一時金額 

受取人 被保険者 

 
 (3) 災害手術給付金 

支払事由 被保険者が、保険期間中につぎのすべてを満たす手
術を受けたとき 
①責任開始期以後に発生した不慮の事故を直接の
原因とする手術 

②不慮の事故による傷害の治療を直接の目的とする
手術 

③上記①の不慮の事故の日からその日を含めて180
日以内に受けた手術 

④別表21-2に定める病院または診療所における手術 
⑤別表26-3に定めるいずれかの手術 

支払額 基準災害手術給付金額×別表26-3に定める給付倍
率 

受取人 被保険者 

免責事由 被保険者が、つぎのいずれかにより支払事由に該当
したとき 
①保険契約者または被保険者の故意または重大な過
失 

②被保険者の犯罪行為 
③被保険者の精神障害を原因とする事故 
④被保険者の泥酔の状態を原因とする事故 
⑤被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運
転している間に生じた事故 

⑥被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれ
に相当する運転をしている間に生じた事故 

⑦被保険者が別表35に定める運動等を行っている間
に生じた事故 

⑧被保険者が別表36に定める乗用具等による競技、
競争、興行（いずれもそのための練習を含みます。）
または試運転（性能試験を目的とする運転または
操縦をいいます。）を行っている間に生じた事故 

⑨地震、噴火または津波 
⑩戦争その他の変乱 

 
 (4) 障害給付金 

支払事由 被保険者が、責任開始期以後に発生した不慮の事故
による傷害を直接の原因として、その事故の日から
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その日を含めて180日以内の保険期間中に、別表７
に定める身体障害の状態（以下、「身体障害状態」
といいます。）に該当したとき 

支払額 基準障害給付金額にその身体障害状態が該当する
種目に対応する別表７に定める給付割合を乗じて得
た金額 

受取人 被保険者 

免責事由 被保険者が、つぎのいずれかにより支払事由に該当
したとき 
①保険契約者または被保険者の故意または重大な過
失 

②被保険者の犯罪行為 
③被保険者の精神障害を原因とする事故 
④被保険者の泥酔の状態を原因とする事故 
⑤被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運
転している間に生じた事故 

⑥被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれ
に相当する運転をしている間に生じた事故 

⑦被保険者が別表35に定める運動等を行っている間
に生じた事故 

⑧被保険者が別表36に定める乗用具等による競技、
競争、興行（いずれもそのための練習を含みます。）
または試運転（性能試験を目的とする運転または
操縦をいいます。）を行っている間に生じた事故 

⑨地震、噴火または津波 
⑩戦争その他の変乱 

 
 (5) 災害死亡保険金 

支払事由 被保険者が、保険期間中につぎのいずれかに該当し
たとき 
①責任開始期以後に発生した不慮の事故による傷害
を直接の原因として、その事故の日からその日を
含めて180日以内に死亡したとき 

②責任開始期以後に発病した別表51に定める感染
症を直接の原因として死亡したとき 

支払額 災害死亡保険金額 

受取人 災害死亡保険金受取人 

免責事由 被保険者が、つぎのいずれかにより支払事由に該当
したとき 
①保険契約者、被保険者または災害死亡保険金の受
取人の故意または重大な過失 

②被保険者の犯罪行為 
③被保険者の精神障害を原因とする事故 
④被保険者の泥酔の状態を原因とする事故 
⑤被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運
転している間に生じた事故 

⑥被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれ
に相当する運転をしている間に生じた事故 

⑦被保険者が別表35に定める運動等を行っている間
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に生じた事故 
⑧被保険者が別表36に定める乗用具等による競技、
競争、興行（いずれもそのための練習を含みます。）
または試運転（性能試験を目的とする運転または
操縦をいいます。）を行っている間に生じた事故 

⑨地震、噴火または津波 
⑩戦争その他の変乱 

 
２ 災害死亡保険金受取人が被保険者の死亡時の法定相続人である場合
で、給付金が支払われる前に被保険者が死亡したときには、会社は、
未払の給付金を、災害死亡保険金受取人に支払います。ただし、災害
死亡保険金受取人が２人以上である場合を除きます。 

３ 被保険者が、地震、噴火、津波または戦争その他の変乱によって給
付金等の支払事由に該当した場合でも、支払事由に該当する被保険者
の数の増加が、この保険の計算の基礎に及ぼす影響が少ないときは、
会社は、その程度に応じ、給付金等を全額または削減して支払うこと
があります。 

第５条＜災害入院給付金の支払に関する補則＞ 
１ 被保険者が、２以上の不慮の事故により入院した場合は、入院開始
の直接の原因となった不慮の事故（以下、「主たる不慮の事故」とい
います。）に対する災害入院給付金を支払い、主たる不慮の事故以外
の不慮の事故（以下、「異なる不慮の事故」といいます。）に対する
災害入院給付金は支払いません。ただし、その入院中に主たる不慮の
事故により災害入院給付金が支払われる期間が終了したときは、異な
る不慮の事故に対する災害入院給付金を支払います。この場合、異な
る不慮の事故に対する災害入院給付金の支払額は、主たる不慮の事故
により災害入院給付金が支払われる期間が終了した日の翌日からその
日を含めた入院日数を基準として計算します。 

２ 被保険者が、災害入院給付金の支払事由に該当する入院をし、その
入院中に保険期間が満了したときは、その時を含んで継続している入
院は、この保険契約の有効中の入院とみなして取り扱います。 

３ 災害入院給付金の支払限度は、つぎのとおりとします。 
 (1) 同一の不慮の事故による入院についての支払日数（災害入院給付

金を支払う日数。以下、本項において同じ。）は、第３条＜給付の
種類、給付金等および給付金額等の指定＞第３項において指定され
た入院支払限度日数をもって限度とします。 

 (2) 通算支払限度は、保険期間を通じ、支払日数を通算して1,095日と
します。 

第６条＜災害入院一時金の支払に関する補則＞ 
１ 災害入院一時金の支払は、同一の不慮の事故による入院につき１回
を限度とします。 

２ 前条第１項の場合、異なる不慮の事故に対する災害入院一時金は支
払いません。 

第７条＜災害手術給付金の支払に関する補則＞ 
  被保険者が、時期を同じくして手術を２種類以上受けた場合には、
第４条＜給付金等の支払＞第１項の規定にかかわらず、会社は、別表
26-3に定める給付倍率の最も高いいずれか１種類の手術についてのみ
災害手術給付金を支払います。 
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第８条＜障害給付金の支払に関する補則＞ 
１ 障害給付金の支払は、保険期間を通じ、その給付割合を通算して100％
をもって限度とします。 

２ 保険期間満了の日において、身体障害状態のうちの回復の見込がな
いことのみが明らかでないために障害給付金が支払われない場合で、
保険期間満了後も引き続きその状態が継続し、かつ、その回復の見込
がないことが明らかになったとき（当該不慮の事故の日からその日を
含めて180日以内であることを要します。）には、保険期間満了の日に
身体障害状態に該当したものとみなして障害給付金を支払います。 

第９条＜災害死亡保険金の支払に関する補則＞ 
１ 災害死亡保険金を支払う場合に、障害給付金について、つぎの各号
のいずれかに該当する事実があるときは、基準障害給付金額にその該
当する障害給付金の給付割合を乗じて得た金額の合計額を災害死亡保
険金額から差し引きます。 

 (1) 災害死亡保険金の支払事由となった不慮の事故と同一の不慮の事
故による障害給付金をすでに支払っているとき 

 (2) 災害死亡保険金の支払事由となった不慮の事故と同一の不慮の事
故による障害給付金の支払請求を受け、まだ支払っていないとき 

２ 災害死亡保険金が支払われた場合には、その支払後に、災害死亡保
険金の支払事由となった不慮の事故と同一の不慮の事故による障害給
付金の請求を受けても、会社は、これを支払いません。 

３ 被保険者が不慮の事故による傷害を受けて死亡した場合であっても、
その主たる原因が被保険者のかかっていた疾病または被保険者の体質
的要因であったときには、不慮の事故による傷害を直接の原因とした
ものとしては取り扱わず、災害死亡保険金を支払いません。 

４ 災害死亡保険金受取人が故意または重大な過失により被保険者を死
亡させた場合で、その受取人が災害死亡保険金の一部の受取人である
ときには、会社は、災害死亡保険金の残額をその他の災害死亡保険金
受取人に支払います。 

４．給付金等の請求、支払時期および支払場所 

第10条＜給付金等の請求手続き＞ 
１ 給付金等の支払事由が生じたときは、保険契約者または給付金等の
受取人は、遅滞なく会社に通知してください。 

２ 支払事由の生じた給付金等の受取人は、遅滞なく必要書類（別表１）
を会社に提出して、給付金等を請求してください。 

第11条＜給付金等の支払時期および支払場所＞ 
１ 給付金等（特約の給付金等を含みます。以下、本条において同じ。）
は、その請求に必要な書類が会社に到達した日の翌日から起算して５
営業日以内に会社の日本における主たる事務所で支払います。 

２ 給付金等を支払うために確認が必要な次の各号に掲げる場合におい
て、保険契約の締結時から給付金等の請求時までに会社に提出された
書類だけでは確認できないときには、それぞれ当該各号に定める事項
の確認（会社の指定した医師による診断を含みます。）を行います。
この場合には、前項の規定にかかわらず、給付金等を支払うべき期限
は、その請求に必要な書類が会社に到達した日の翌日から起算して45
日を経過する日とします。 

 (1) 給付金等の支払事由発生の有無の確認が必要な場合 
  被保険者の死亡または給付金等の支払事由である所定の状態に該当

する事実の有無 
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 (2) 給付金等の支払いの免責事由に該当する可能性がある場合 
  給付金等の支払事由が発生した原因 
 (3) 告知義務違反に該当する可能性がある場合 
  告知義務違反に該当する事実の有無および告知義務違反に至った原

因 
 (4) この約款に定める重大事由、詐欺または不法取得目的に該当する

可能性がある場合 
  前３号に定める事項、第30条＜重大事由による解除＞第１項第５号

に該当する事実の有無または保険契約者、被保険者もしくは給付金
等の受取人の保険契約締結の目的もしくは給付金等の請求の意図に
関する保険契約の締結時から給付金等の請求時までにおける事実 

３ 前項の確認をするため、次の各号に掲げる事項についての特別な照
会や調査が不可欠な場合には、前２項にかかわらず、給付金等を支払
うべき期限は、その請求に必要な書類が会社に到達した日の翌日から
起算して、当該各号に定める日数（各号のうち複数に該当する場合に
は、それぞれに定める日数のうち最も多い日数）を経過する日としま
す。 

 (1) 前項第１号から第４号までに定める事項についての医療機関また
は医師に対する照会のうち、照会先の指定する書面等の方法に限定
される照会  90日 

 (2) 前項第２号から第４号までに定める事項についての弁護士法（昭
和24年法律第205号）にもとづく照会その他の法令にもとづく照会  
180日 

 (3) 前項第１号、第２号および第４号に定める事項についての研究機
関等の専門機関による医学または工学等の科学技術的な特別の調査、
分析または鑑定  180日 

 (4) 前項第１号、第２号および第４号に定める事項に関し、保険契約
者、被保険者または給付金等の受取人を被疑者として、捜査、起訴
その他の刑事手続が開始されたことが報道等から明らかである場合
における、前項第１号、第２号および第４号に定める事項に関する、
送致、起訴、判決等の刑事手続の結果についての警察、検察等の捜
査機関または裁判所に対する照会  180日 

 (5) 前項第１号から第４号までに定める事項についての日本国外にお
ける調査  180日 

 (6) 前項第１号から第４号までに定める事項についての災害救助法（昭
和22年法律第118号）が適用された地域における調査  60日 

４ 前２項の確認をする場合、会社は給付金等を請求した者（代表者）
に通知します。 

５ 第２項および第３項に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者、
被保険者または給付金等の受取人が正当な理由なく当該確認を妨げ、
またはこれに応じなかったとき（会社の指定した医師による必要な診
断に応じなかったときを含みます。）は、会社は、これにより当該事
項の確認が遅延した期間の遅滞の責任を負わず、その間は給付金等を
支払いません。 

５．保険契約者等の代表者 

第12条＜保険契約者、災害死亡保険金受取人の代表者＞ 
１ 保険契約について、保険契約者または災害死亡保険金受取人が２人
以上あるときは、各代表者を１人定めてください。この場合、その代
表者は、それぞれ他の保険契約者または災害死亡保険金受取人を代理
するものとします。 

２ 前項の代表者が定まらないかまたはその所在が不明のときは、会社
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が保険契約者または災害死亡保険金受取人の１人に対してした行為は、
他の者に対しても効力を生じます。 

３ 保険契約者が２人以上ある場合には、その責任は連帯とします。 

６．保険料の払込 

第13条＜保険料の払込＞ 
１ 第２回以後の保険料は、その払込期間中、毎回第14条＜保険料の払
込方法（経路）＞第１項に定める払込方法（経路）にしたがい、つぎ
の期間（以下、「払込期月」といいます。）内に払い込んでください。 

 (1) 月払契約の場合 
  月単位の契約応当日（契約応当日のない月については、その月の末

日を契約応当日とします。以下同じ。）の属する月の初日から末日
まで 

 (2) 半年払契約の場合 
  半年単位の契約応当日の属する月の初日から末日まで 
２ 前項の保険料が契約応当日の前日までに払い込まれ、かつ、その日
までに保険契約が消滅した場合には、会社は、その払い込まれた保険
料を保険契約者（災害死亡保険金を支払うときは、災害死亡保険金と
ともに災害死亡保険金受取人）に払い戻します。 

３ 第１項の契約応当日以後、保険契約が消滅した場合、その払込期月
に対応するものとして払い込まれた保険料については、次のとおり取
り扱います。 

 (1) 第１項第１号の契約の場合、保険料は払い戻しません。 
 (2) 第１項第２号の契約の場合、会社は、会社の定めるところにより

未経過期間（１か月未満の端数は切り捨てます。）に対応した保険
料相当額を保険契約者（災害死亡保険金を支払うときは、災害死亡
保険金とともに災害死亡保険金受取人）に支払います。 

４ 前項の規定は、第１回保険料について準用します。 
５ 前３項の場合、支払う金額の支払時期および支払場所については、
第11条＜給付金等の支払時期および支払場所＞の規定を準用します。 

６ 第１項の保険料が払い込まれないまま第１項の契約応当日以後、末
日までに給付金等の支払事由が生じた場合には、会社は、未払込保険
料を支払うべき給付金等から差し引きます。ただし、給付金等が差し
引くべき未払込保険料に不足するときは、保険契約者はその未払込保
険料を払い込んでください。 

７ 前項の場合、未払込保険料の払込については、第16条＜猶予期間中
に保険事故が発生した場合＞第２項および第３項の規定を準用します。 

第14条＜保険料の払込方法（経路）＞ 
１ 保険契約者は、会社の定める範囲で、つぎの各号のいずれかの保険
料の払込方法（経路）を選択することができます。ただし、月払契約
については、会社の定める保険料の払込方法（経路）に限ります。 

 (1) 金融機関等の会社の指定した口座に送金することにより払い込む
方法 

 (2) 会社の指定した金融機関等の口座振替により払い込む方法 
 (3) 所属団体または集団を通じ払い込む方法（所属団体または集団と

会社との間に団体取扱契約、集団取扱契約〔傷害保険〕または特別
集団取扱契約〔傷害保険〕が締結されている場合に限ります。） 

 (4) 会社または会社の指定した場所に持参して払い込む方法 
 (5) 会社の指定したクレジットカード発行会社のクレジットカードに

より払い込む方法 
２ 保険契約者は、会社の定める範囲で、前項各号の保険料の払込方法
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（経路）を変更することができます。 
３ 保険料の払込方法（経路）が第１項第２号または第３号である保険
契約において、その保険契約が会社の取扱条件に該当しなくなったと
きは、保険契約者は、前項の規定により保険料の払込方法（経路）を
他の払込方法（経路）に変更してください。この場合、保険契約者が
保険料の払込方法（経路）の変更を行うまでの間の保険料については、
会社または会社の指定した場所に払い込んでください。 

第15条＜保険料払込の猶予期間および保険契約の失効＞ 
１ 第２回以後の保険料の払込については、つぎのとおり猶予期間があ
ります。 

 (1) 月払契約の場合 
  払込期月の翌月初日から末日まで 
 (2) 半年払契約の場合 
  払込期月の翌月初日から翌々月の月単位の契約応当日まで（払込期

月の契約応当日が２月、６月、11月の各末日の場合には、それぞれ
４月、８月、１月の各末日まで） 

２ 猶予期間内に保険料が払い込まれないときは、保険契約は、猶予期
間満了の日の翌日から効力を失います。 

第16条＜猶予期間中に保険事故が発生した場合＞ 
１ 猶予期間中に給付金等の支払事由が発生した場合には、会社は、未
払込保険料を給付金等から差し引きます。 

２ 前項の場合、給付金等が差し引くべき未払込保険料に不足するとき
は、保険契約者は、その猶予期間の満了する日までに未払込保険料を
払い込んでください。 

３ 前項の未払込保険料が払い込まれない場合には、保険契約は猶予期
間満了の日の翌日から効力を失い、会社は、給付金等の支払を行いま
せん。 

第17条＜保険料の前納＞ 
１ 保険契約者は、年払契約を除き、払込方法（回数）にしたがって、
つぎのとおり将来の保険料を前納することができます。 

 (1) 月払契約の場合 
  当月分以後の６か月分または12か月分の保険料を前納することがで

きます。この場合、会社所定の割引率で保険料を割り引きます。 
 (2) 半年払契約の場合 
  ① 将来の保険料を前納することができます。この場合には、会社

の定める利率で割り引きます。 
  ② 前①の規定により割り引かれた前納保険料は、会社の定める利

率の利息をつけて積み立てておき、半年単位の契約応当日に保険
料の払込に充当します。 

２ 会社は、保険料払込期間中に保険契約が消滅したときに、前納保険
料の残額がある場合は、これを保険契約者に払い戻します。ただし、
災害死亡保険金を支払うときは、災害死亡保険金とともに災害死亡保
険金受取人に払い戻します。 

７．契約内容の変更 

第18条＜保険料の払込方法（回数）の変更＞ 
１ 保険契約者は、会社の定める範囲で、年払、半年払または月払の保
険料の払込方法（回数）を相互に変更することができます。 

２ 保険契約者が、本条の変更を請求するときは、必要書類（別表１）
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を会社に提出してください。 

８．保険契約者等の変更 

第19条＜保険契約者の変更＞ 
１ 保険契約者は、被保険者および会社の同意を得て、保険契約上の権
利および義務のすべてを第三者に承継させることができます。 

２ 保険契約者が、本条の変更を請求するときは、必要書類（別表１）
を会社に提出してください。 

第20条＜会社への通知による災害死亡保険金受取人の変更＞ 
１ 保険契約者は、災害死亡保険金の支払事由が発生するまでは、被保
険者の同意を得た上で、会社に対する通知により災害死亡保険金受取
人を変更することができます。 

２ 前項の通知をするときは、必要書類（別表１）を会社に提出してく
ださい。この場合、会社は、保険証券またはそれに代わる書面に表示
します。 

３ 第１項の通知が会社に到達する前に、変更前の災害死亡保険金受取
人に災害死亡保険金を支払ったときは、その支払後に変更後の災害死
亡保険金受取人から災害死亡保険金の請求を受けても、会社はこれを
支払いません。 

４ 給付金の受取人は、第43条＜法人契約特則＞を除き、被保険者以外
の者に変更することはできません。 

第21条＜遺言による災害死亡保険金受取人の変更＞ 
１ 前条に定めるほか、保険契約者は、災害死亡保険金の支払事由が発
生するまでは、法律上有効な遺言により、災害死亡保険金受取人を変
更することができます。 

２ 前項の災害死亡保険金受取人の変更は、被保険者の同意がなければ、
その効力を生じません。 

３ 前２項による災害死亡保険金受取人の変更は、保険契約者が死亡し
た後、保険契約者の相続人が会社に通知しなければ、これを会社に対
抗することができません。 

４ 前項の通知をするときは、必要書類（別表１）を会社に提出してく
ださい。この場合、会社は保険証券またはそれに代わる書面に表示し
ます。 

第22条＜災害死亡保険金受取人の死亡＞ 
１ 災害死亡保険金受取人が支払事由の発生以前に死亡したときは、そ
の法定相続人を災害死亡保険金受取人とします。 

２ 前項の規定により災害死亡保険金受取人となった者が死亡した場合
に、この者に法定相続人がいないときは、前項の規定により災害死亡
保険金受取人となった者のうち生存している他の災害死亡保険金受取
人を災害死亡保険金受取人とします。 

３ 前２項の規定により災害死亡保険金受取人となった者が２人以上い
る場合、その受取割合は均等とします。 

第23条＜被保険者の職業の変更等＞ 
  被保険者が、保険契約申込書に記載された職業（職種、職務を含み
ます。以下、本条において同じ。）を変更したとき（職業に就いてい
ない被保険者が新たな職業に就いたとき、および保険契約申込書に記
載された職業に就いていた被保険者がその職業を辞めたときを含みま
す。）は、保険契約者または被保険者は、遅滞なく必要書類（別表１）
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を会社に提出して、その旨を会社に通知してください。 

第24条＜保険契約者の住所の変更＞ 
１ 保険契約者が、住所を変更したときは、ただちに会社に通知してく
ださい。 

２ 前項の通知がなく、保険契約者の住所を会社が確認できなかった場
合、会社が知った最終の住所あてに発した通知は、保険契約者に到達
したものとみなします。 

９．契約の取消し・無効・解除 

第25条＜詐欺による取消し＞ 
  保険契約者または被保険者の詐欺により保険契約の締結または復活
が行われたときは、会社は、保険契約を取り消すことができます。こ
の場合、すでに払い込まれた保険料は払い戻しません。 

第26条＜不法取得目的による無効＞ 
  保険契約者が給付金等（この保険契約に付加されている特約の保険
金、給付金、保険料の払込免除を含み、その名称の如何を問いません。
以下、本条において同じ。）を不法に取得する目的または他人に給付
金等を不法に取得させる目的をもって保険契約の締結が行われたとき
は、会社は、保険契約を無効とし、すでに払い込まれた保険料は払い
戻しません。 

第27条＜告知義務＞ 
  保険契約の締結の際、支払事由の可能性に関する重要な事項のうち
告知書で質問した事項について、保険契約者または被保険者は、その
告知書によって告知してください。 

第28条＜告知義務違反による解除＞ 
１ 保険契約者または被保険者が、故意または重大な過失によって、前
条の規定により会社が告知を求めた事項について、事実を告げなかっ
たかまたは事実でないことを告げた場合には、会社は、将来に向って
保険契約を解除することができます。 

２ 会社は、給付金等の支払事由が生じた後でも保険契約を解除し、つ
ぎの取扱をすることができます。 

 (1) 給付金等の支払を行いません。 
 (2) 会社は、すでに給付金等を支払っているときでも、その返還を請

求することができます。 
３ 前項の規定にかかわらず、給付金等の支払事由の発生が、解除の原
因となった事実によらなかったことを保険契約者、被保険者または給
付金等の受取人が証明したときは、給付金等の支払を行います。 

４ 本条の規定による保険契約の解除は、保険契約者に対する通知によ
って行います。ただし、保険契約者またはその住所もしくは居所が不
明であるか、その他正当な理由によって保険契約者に通知できない場
合には、会社は、被保険者または給付金等の受取人に解除の通知をし
ます。 

第29条＜保険契約を解除できない場合＞ 
１ 会社は、つぎのいずれかの場合には、前条による保険契約の解除を
することができません。 

 (1) 会社が、保険契約の締結の際、解除の原因となる事実を知ってい
たときまたは過失のため知らなかったとき 
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 (2) 保険媒介者が、保険契約者または被保険者が第27条＜告知義務＞
の告知をすることを妨げたとき 

 (3) 保険媒介者が、保険契約者または被保険者に対し、第27条の告知
をしないことを勧めたときまたは事実でないことを告げることを勧
めたとき 

 (4) 会社が、保険契約締結の後、解除の原因となる事実を知り、その
事実を知った日からその日を含めて１か月が経過したとき 

２ 前項第２号および第３号の場合には、各号に規定する保険媒介者の
行為がなかったとしても、保険契約者または被保険者が、第27条の規
定により会社が告知を求めた事項について、事実を告げなかったかま
たは事実でないことを告げたと認められる場合には、適用しません。 

第30条＜重大事由による解除＞ 
１ 会社は、つぎの各号のいずれかに定める事由が生じた場合には、こ
の保険契約を将来に向って解除することができます。 

 (1) 保険契約者または災害死亡保険金受取人が、災害死亡保険金（他
の保険契約の死亡保険金を含み、保険種類および給付の名称の如何
を問いません。）を詐取する目的または他人に詐取させる目的で事
故招致（未遂を含みます。）をした場合 

 (2) 保険契約者、被保険者または給付金の受取人が、この保険契約の
給付金を詐取する目的または他人に詐取させる目的で事故招致（未
遂を含みます。）をした場合 

 (3) この保険契約の給付金等の請求に関し、給付金等の受取人に詐欺
行為（未遂を含みます。）があった場合 

 (4) 他の保険契約との重複によって、被保険者にかかる給付金額等の
合計額が著しく過大であって、保険制度の目的に反する状態がもた
らされるおそれがある場合 

 (5) 保険契約者、被保険者または給付金等の受取人が、つぎのいずれ
かに該当する場合 
①暴力団、暴力団員（暴力団員でなくなった日から５年を経過しな
い者を含みます。）、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の
反社会的勢力（以下「反社会的勢力」といいます。）に該当する
と認められること 

②反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するな
どの関与をしていると認められること 

③反社会的勢力を不当に利用していると認められること 
④保険契約者または給付金等の受取人が法人の場合、反社会的勢力
がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関
与していると認められること 

⑤その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有している
と認められること 

(6) 保険契約者、被保険者、給付金等の受取人または口座名義人が、
日本、米国等の経済制裁または通商禁止令その他の法令等によって、
取引することを禁止または制限された者に該当する場合 

 (7) この保険契約に付加されている特約もしくは他の保険契約が重大
事由によって解除され、または保険契約者、被保険者もしくは給付
金等の受取人が他の保険者との間で締結した保険契約もしくは共済
契約が重大事由により解除されるなどにより、会社の保険契約者、
被保険者または給付金等の受取人に対する信頼を損ない、この保険
契約を継続することを期待しえない第１号から第６号までに掲げる
事由と同等の事由がある場合 

２ 給付金等の支払事由が生じた後でも、会社は、前項の規定によって
この保険契約を解除することができます。この場合には、会社は、前
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項各号に定める事由の発生時以後に生じた支払事由による給付金等（前
項第５号のみに該当した場合で、前項第５号①から⑤までに該当した
のが給付金等の受取人のみであり、その給付金等の受取人が給付金等
の一部の受取人であるときは、給付金等のうち、その受取人に支払わ
れるべき給付金等をいいます。以下、本項において同じ。）を支払い
ません。もし、すでに給付金等を支払っていたときは、その返還を請
求します。 

３ 本条の規定による保険契約の解除は、保険契約者に対する通知によ
って行います。ただし、保険契約者またはその住所もしくは居所が不
明であるか、その他正当な理由によって保険契約者に通知できない場
合には、会社は、被保険者または給付金等の受取人に解除の通知をし
ます。 

４ 他のいかなる規定にかかわらず、第１項第６号の規定により保険契
約が解除された場合には、会社は、払戻金その他一切の金員を支払い
ません。 

10．解約・解約払戻金 

第31条＜解約＞ 
１ 保険契約者は、将来に向って保険契約を解約することができます。 
２ 保険契約者が、本条の請求をするときは、必要書類（別表１）を会
社に提出してください。 

第32条＜給付金額等の減額＞ 
１ 保険契約者は、将来に向って給付金額等を減額することができます。
ただし、会社は、減額後の給付金額等が会社の定める限度を下まわる
減額は取り扱いません。 

２ 前項の規定により給付金額等の減額が行われた場合で、災害入院給
付金日額、災害入院一時金額、基準災害手術給付金額、基準障害給付
金額および災害死亡保険金額の全部または一部が会社の定める限度を
こえたときには、災害入院給付金日額、災害入院一時金額、基準災害
手術給付金額、基準障害給付金額および災害死亡保険金額の全部また
は一部を会社の定める限度まで減額します。 

３ 保険契約者が、第１項の請求をするときは、必要書類（別表１）を
会社に提出してください。 

４ 本条の規定により給付金額等を減額した場合には、減額分は解約さ
れたものとして取り扱います。 

第33条＜解約払戻金＞ 
  この保険契約の解約払戻金はありません。 

11．年齢の計算・年齢、性別および職業の誤りの処理 

第34条＜年齢の計算＞ 
  被保険者の契約年齢は、戸籍上に記載された出生年月日を基準とし
て契約日現在の満年齢で計算し、１年未満の端数は切り捨てます。 

第35条＜年齢および性別の誤りの処理＞ 
１ 保険契約申込書に記載された被保険者の契約年齢に誤りがあった場
合には、つぎのとおりとします。 

 (1) 契約時における実際の契約年齢が、会社の定めた保険料表の範囲
外であったときは、保険契約は無効とし、すでに払い込まれた保険
料を保険契約者に払い戻します。ただし、実際の年齢が契約時の保
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険料表の最低年齢に達していない場合で、誤りが発見されたときす
でにその年齢以上に達していたときには、最低年齢に達した日に契
約が締結されたものとみなし、すでに払い込まれた保険料はその契
約の保険料に充当します。 

 (2) 契約時における実際の契約年齢が、会社の定めた保険料表の範囲
内であったときは、実際の契約年齢にもとづいて保険料を改めます。 

２ 保険契約申込書に記載された被保険者の性別に誤りがあった場合に
は、実際の性別にもとづく契約年齢の保険料に改めます。 

３ 第１項第２号および前項の規定により保険料を改める場合には、つ
ぎのとおりとします。 

 (1) すでに払い込まれた保険料に超過分がある場合には、会社は、そ
の差額を保険契約者に払い戻します。 

 (2) すでに払い込まれた保険料に不足分がある場合には、保険契約者
は、その差額を会社の指定した日までに会社の指定した方法で払い
込むことを要します。ただし、給付金等の支払事由が発生した後に
誤りが発見された場合は、会社は、その差額を支払うべき給付金等
から差し引きます。 

第36条＜職業の誤りの処理＞ 
  保険契約申込書に記載された被保険者の職業（職種、職務を含みま
す。以下、本条において同じ。）に誤りがあり、この保険契約の保険
料率を変更する必要がある場合は、つぎのとおり取り扱います。 

 (1) この保険契約の保険料が、実際の被保険者の職業による保険料よ
りも低い場合 

  会社の定めた方法で、第３条＜給付の種類、給付金等および給付金
額等の指定＞第６項において指定された給付金額等（交通事故割増
特則が付加されている場合には、当該特則において指定された日額・
金額等を含みます。）を改めます。また、すでに給付金等の支払事
由が生じていた場合には、会社の定めた方法で給付金等の支払額を
削減します。 

 (2) この保険契約の保険料が、実際の被保険者の職業による保険料よ
りも高い場合 

  会社の定めた方法で、実際の被保険者の職業にもとづいてこの保険
契約の保険料を改めます。 

12．契約者配当 

第37条＜契約者配当＞ 
  この保険契約に対しては、契約者配当はありません。 

13．時効 

第38条＜時効＞ 
  給付金等の支払を請求する権利は、３年間請求がない場合は消滅し
ます。 

14．保険契約の継続 

第39条＜保険契約を継続する場合の取扱＞ 
１ この保険契約の保険期間が満了する場合で、あらかじめ保険契約者
から別段の申出がないときには、会社が承諾した場合に限り、保険契
約（保険期間満了の日までの保険料が払い込まれているものに限りま
す。）は、保険期間満了の日の翌日に継続されるものとし、この日を
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継続日とします。 
２ 会社が保険契約の継続を承諾した場合には、継続通知書の発行をも
って承諾通知に代えます。また、旧保険証券と継続通知書をもって新
保険証券に代えます。 

３ 第１項の規定にかかわらず、つぎの各号のいずれかに該当する場合
には、会社は、保険契約の継続を取り扱いません。 

 (1) 継続後の保険契約の保険期間満了の日の翌日における被保険者の
年齢が会社の定める範囲をこえるとき 

 (2) 保険契約者が、保険期間満了の日の２か月前までに保険契約を継
続しない旨を会社に通知したとき 

 (3) 保険期間満了の日の翌日に、会社がこの保険契約の締結を取り扱
っていないとき 

４ 継続後の保険契約の保険期間は、継続前の保険契約の保険期間と同
一の年数とします。 

５ 前項の規定にかかわらず、この保険契約は、会社の定める範囲で、
保険期間を変更して継続することがあります。この場合、保険期間を
月満期から年満期に変更して継続された保険契約については、第13条
＜保険料の払込＞第１項第２号および第17条＜保険料の前納＞第１項
第２号中、「半年単位の契約応当日」とあるのを「半年単位の継続日
の応当日」と読み替えます。 

６ 継続後の保険契約の保険料は、継続日における被保険者の年齢およ
び職業（職種、職務を含みます。以下、本条において同じ。）によっ
て計算します。この場合には、第34条＜年齢の計算＞および第35条＜
年齢および性別の誤りの処理＞の規定を準用します。 

７ 継続前の保険契約の保険期間（継続が２回以上行われた場合は、す
べての継続前の保険契約の保険期間とします。）中に、保険契約者お
よび被保険者のいずれもが第23条＜被保険者の職業の変更等＞の規定
に定める通知を怠っていた場合で、被保険者の職業の変更（職業に就
いていない被保険者が新たな職業に就いたとき、および被保険者が保
険契約申込書に記載された職業または会社に通知した職業を辞めたと
きを含みます。）により継続後の保険契約の保険料率を変更する必要
があるときには、つぎのとおり取り扱います。 

 (1) 継続後の保険契約の保険料が、実際の被保険者の職業による保険
料よりも低い場合 

  会社の定めた方法で、第３条＜給付の種類、給付金等および給付金
額等の指定＞第６項において指定された給付金額等（交通事故割増
特則が付加されている場合には、当該特則において指定された日額・
金額等を含みます。）を改めます。また、すでに給付金等の支払事
由が生じていた場合には、会社の定めた方法で給付金等の支払額を
削減します。 

 (2) 継続後の保険契約の保険料が、実際の被保険者の職業による保険
料よりも高い場合 

  会社の定めた方法で、実際の被保険者の職業にもとづいてこの保険
契約の保険料を改めます。 

８ 継続する保険契約の第１回保険料は、継続日の属する月の末日まで
に払い込むことを要します。この場合には、第13条＜保険料の払込＞、
第15条＜保険料払込の猶予期間および保険契約の失効＞および第16条
＜猶予期間中に保険事故が発生した場合＞の規定（年払契約の場合に
は、半年払契約に関する規定）を準用します。 

９ 前項の保険料が猶予期間満了の日までに払い込まれなかったときは、
保険契約の継続はなかったものとし、保険契約は継続前の保険契約の
保険期間満了時にさかのぼって消滅するものとします。 

10 第４条＜給付金等の支払＞、第５条＜災害入院給付金の支払に関す
る補則＞、第６条＜災害入院一時金の支払に関する補則＞、第８条＜
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障害給付金の支払に関する補則＞、第９条＜災害死亡保険金の支払に
関する補則＞、第28条＜告知義務違反による解除＞および第29条＜保
険契約を解除できない場合＞の規定の適用に際しては、継続後の保険
契約の保険期間は、継続前の保険契約から継続したものとして取り扱
います。 

11 継続後の保険契約には、継続日現在の普通保険約款および保険料率
が適用されます。 

12 継続後の保険契約の給付金額等は、給付金額等が会社の定める範囲
で変更される場合を除き、継続前の保険契約の給付金額等と同額とし
ます。 

13 第３項第３号の規定によりこの保険契約が継続されず、かつ、第３
項第１号または第２号のいずれの規定にも該当しないときは、会社が
承諾した場合に限り、本条の継続の取扱に準じて、会社の定めるこの
保険契約と同種類の保険契約を継続時に締結します。この場合、第10
項の規定を準用し、継続時に締結する他の保険契約の保険期間は、継
続前の保険契約から継続したものとして取り扱います。 

15．契約内容の登録 

第40条＜契約内容の登録＞ 
１ 会社は、保険契約者および被保険者の同意を得て、つぎの事項を一
般社団法人生命保険協会（以下、「協会」といいます。）に登録しま
す。 

 (1) 保険契約者ならびに被保険者の氏名、生年月日、性別および住所
（市・区・郡までとします。） 

 (2) 入院給付金の種類 
 (3) 入院給付金の日額 
 (4) 災害死亡保険金の金額 
 (5) 契約日 
 (6) 当会社名 
２ 前項の登録の期間は、契約日から５年（契約日において被保険者が
満15歳未満の場合は、契約日から５年または被保険者が満15歳に達す
る日までの期間のうちいずれか長い期間）以内とします。 

３ 協会加盟の各生命保険会社および全国共済農業協同組合連合会（以
下、「各生命保険会社等」といいます。）は、第１項の規定により登
録された被保険者について、入院給付金のある保険契約（入院給付金
のある特約を含みます。以下、本条において同じ。）の申込（復活、
復旧、入院給付金の日額の増額または特約の中途付加の申込を含みま
す。）を受けたときまたは継続日において被保険者が満15歳未満の場
合に保険契約が継続されるときは、協会に対して第１項の規定により
登録された内容について照会することができるものとします。この場
合、協会からその結果の連絡を受けるものとします。 

４ 各生命保険会社等は、第２項の登録の期間中に入院給付金のある保
険契約の申込があった場合、前項によって連絡された内容を入院給付
金のある保険契約の承諾（復活、復旧、入院給付金の日額の増額また
は特約の中途付加の承諾を含みます。以下、本条において同じ。）の
判断の参考とすることができるものとします。 

５ 各生命保険会社等は、契約日（復活、復旧、入院給付金の日額の増
額または特約の中途付加が行われた場合は、最後の復活、復旧、入院
給付金の日額の増額または特約の中途付加の日とします。以下本項に
おいて同じ。）から５年（契約日において被保険者が満15歳未満の場
合は、契約日から５年または被保険者が満15歳に達する日までの期間
のうちいずれか長い期間）以内に入院給付金の請求を受けたときは、
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協会に対して第１項の規定により登録された内容について照会し、そ
の結果を入院給付金の支払の判断の参考とすることができるものとし
ます。 

６ 各生命保険会社等は、連絡された内容を承諾の判断または支払の判
断の参考とする以外に用いないものとします。 

７ 協会および各生命保険会社等は、登録または連絡された内容を他に
公開しないものとします。 

８ 保険契約者または被保険者は、登録または連絡された内容について、
会社または協会に照会することができます。また、その内容が事実と
相違していることを知ったときは、その訂正を請求することができま
す。 

９ 第３項、第４項および第５項中、被保険者、入院給付金、保険契約
とあるのは、農業協同組合法にもとづく共済契約においては、それぞ
れ、被共済者、入院共済金、共済契約と読み替えます。 

16．管轄裁判所 

第41条＜管轄裁判所＞ 
  この保険契約における給付金等の請求に関する訴訟については、会
社の日本における主たる事務所の所在地または給付金等の受取人（給
付金等の受取人が２人以上いるときは、その代表者とします。）の住
所地を管轄する日本国内にある地方裁判所（本庁とします。）のみを
もって、合意による管轄裁判所とします。 

17．その他 

第42条＜交通事故割増特則＞ 
１ 本特則は、この保険契約の締結の際に、保険契約者が会社に申し出
て、会社が承諾することにより、この保険契約に付加して締結します。 

２ 本特則において「交通事故による傷害」とは、つぎの各号のいずれ
かに該当する傷害をいいます。 

 (1) 運行中（通常の目的に従って使用されている間をいいます。以下、
本項において同じ。）の別表37に定める交通乗用具（これに積載さ
れているものを含みます。以下、第３項第１号を除き「交通乗用具」
といいます。）に搭乗していない被保険者が、運行中の交通乗用具
との衝突・接触等または運行中の交通乗用具の衝突・接触・火災・
爆発等により被った傷害 

 (2) 運行中の交通乗用具に搭乗している被保険者または乗客（入場客
を含みます。）として改札口を有する交通乗用具の乗降場構内（改
札口の内側をいいます。）にいる被保険者が、不慮の事故により被
った傷害 

 (3) 道路通行中の被保険者が、つぎのいずれかにより被った傷害 
  ① 建造物・工作物等の倒壊または建造物・工作物等からのものの

落下 
  ② 崖崩れ、土砂崩れまたは岩石等の落下 
  ③ 火災または破裂・爆発 
  ④ 作業機械としてのみ使用されている工作用自動車との衝突・接

触等または作業機械としてのみ使用されている工作用自動車の衝
突・接触・火災・爆発等 

 (4) 被保険者が、交通乗用具の火災により被った傷害 
３ 本特則において「交通事故による傷害についての免責事由」とは、
つぎの各号のいずれかに該当する事故をいいます。 

 (1) 旅客または荷物、貨物等を運送または配達することを職務とする
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被保険者が、職務としてつぎのいずれかの軌道を有しない陸上の交
通乗用具を運転している間または当該交通乗用具に搭乗している間
に生じた事故 

  ① 自動車（オートバイを含みます。） 
  ② 原動機付自転車 
  ③ 自転車 
 (2) 船舶乗組員、漁業従事者その他の船舶に搭乗することを職務とす

る者またはこれらの者の養成所の職員もしくは生徒である被保険者
が、職務または実習のために船舶に搭乗している間に生じた事故 

 (3) 航空運送事業者が路線を定めて運行する航空機以外の航空機を被
保険者が操縦している間、または当該航空機に搭乗することを職務
とする被保険者が職務上搭乗している間に生じた事故 

 (4) 被保険者がつぎのいずれかに該当する航空機に搭乗している間に
生じた事故 

  ① グライダー 
  ② 飛行船 
  ③ 超軽量動力機 
  ④ ジャイロプレーン 
 (5) 被保険者が職務としてつぎのいずれかに該当する作業に従事中に

生じた当該作業を直接の原因とする事故 
  ① 交通乗用具への荷物、貨物等の積込み作業、交通乗用具からの

荷物、貨物等の積卸し作業または交通乗用具上での荷物、貨物等
の整理作業 

  ② 交通乗用具の修理、点検、整備、清掃の作業 
４ 第１項の規定により本特則を付加した場合には、つぎのとおりとし
ます。 

 (1) 保険契約者は、災害入院給付金および災害死亡保険金の全部また
は一部のうち、本特則を適用する給付金等を指定してください。こ
の場合、つぎのとおりとします。 

  ① 本特則を災害入院給付金に適用する場合 
  (ｱ)保険契約者は、交通事故割増災害入院給付金日額を、会社所定の

範囲内で指定してください。 
  (ｲ)交通事故による傷害により災害入院給付金の支払事由が生じたと

きは、第４条＜給付金等の支払＞第１項第１号中、災害入院給付
金の支払額の規定をつぎのとおり読み替えます。ただし、交通事
故による傷害についての免責事由に該当する場合を除きます。 

同一の不慮の事故による入院１回につき、 
「災害入院給付金日額（入院中に災害入院給付金日額の減額があ
った場合には、各日現在の災害入院給付金日額とします。）＋交
通事故割増災害入院給付金日額」×入院日数 

  (ｳ)上記(ｱ)において指定された交通事故割増災害入院給付金日額は、
変更することができません。 

  ② 本特則を災害死亡保険金に適用する場合 
  (ｱ)保険契約者は、交通事故割増災害死亡保険金額を、会社所定の範

囲内で指定してください。 
  (ｲ)交通事故による傷害により災害死亡保険金の支払事由が生じたと

きは、第４条＜給付金等の支払＞第１項第５号中、災害死亡保険
金の支払額の規定をつぎのとおり読み替えます。ただし、交通事
故による傷害についての免責事由に該当する場合を除きます。 

災害死亡保険金額＋交通事故割増災害死亡保険金額 

  (ｳ)上記(ｱ)において指定された交通事故割増災害死亡保険金額は、
変更することができません。 



- 66 - - 67 -

傷
害
保
険

 (2) 本特則のみの解約はできません。 

第43条＜法人契約特則＞ 
１ 本特則は、この保険契約の締結の際または締結後に、保険契約者が
会社に申し出て、会社が承諾することにより、この保険契約に付加し
て締結します。ただし、保険契約者が法人で、かつ、保険契約者が災
害死亡保険金受取人の場合に限ります。 

２ 前項の規定により本特則を付加した場合には、つぎのとおりとしま
す。 

 (1) 第４条＜給付金等の支払＞第１項の規定にかかわらず、保険契約
者を給付金の受取人とします。 

 (2) 保険契約者の変更が行われ、変更後の保険契約者が法人でない場
合には、本特則は保険契約者の変更と同時に効力を失うものとしま
す。 

 (3) 第３条＜給付の種類、給付金等および給付金額等の指定＞第２項
において災害死亡保険金が指定されていない場合には、第１項を「本
特則は、この保険契約の締結の際または締結後に、保険契約者が会
社に申し出て、会社が承諾することにより、この保険契約に付加し
て締結します。ただし、保険契約者が法人の場合に限ります。」と
読み替えます。 

第44条＜災害手術給付金および災害死亡保険金が指定されていな
い場合の特則＞ 
  第３条＜給付の種類、給付金等および給付金額等の指定＞第２項に
おいて、災害手術給付金および災害死亡保険金のいずれもが指定され
ていない場合は、災害入院給付金の支払日数が第５条＜災害入院給付
金の支払に関する補則＞第３項第２号に定める通算支払限度に達した
ときに、この保険契約は同時に消滅します。 

第45条＜災害死亡保険金の請求の際の必要書類に関する特則＞ 
  官公署、会社、工場、組合等の団体（団体の代表者を含みます。以
下、「団体」といいます。）を保険契約者および災害死亡保険金受取
人とし、その団体から給与の支払いを受ける従業員を被保険者とする
保険契約の場合、保険契約者である団体が当該保険契約の災害死亡保
険金の全部またはその相当部分を遺族補償規程等にもとづく死亡退職
金または弔慰金等（以下、「死亡退職金等」といいます。）として死
亡退職金等の受給者に支払うときは、災害死亡保険金の請求の際、第
１号または第２号のいずれかの書類および第３号の書類の提出も必要
とします。ただし、これらの者が２人以上であるときは、そのうち１
人からの提出で足りるものとします。 

 (1) 死亡退職金等の受給者の請求内容確認書 
 (2) 死亡退職金等の受給者に死亡退職金等を支払ったことを証する書

類 
 (3) 保険契約者である団体が受給者本人であることを確認した書類 

第46条＜その他＞ 
  この約款で使用している用語の意義は下記の通りです。 
 (1) 被保険者に施された医療行為 
  「被保険者に施された医療行為」には、疾病、傷害に対するものの

ほか、美容上の処置、妊娠・出産・流産に対する処置、治療処置を
伴わない健康診断、予防接種、疾病を直接の原因としない避妊手術
など疾病、傷害の診断・治療を目的としないものを含みます。 

 (2) 治療を目的とする入院 
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  「治療を目的とする入院」とは、治療のための入院をいい、例えば、
美容上の処置などのための入院は該当しません。 

 (3) 治療を直接の目的とする手術 
  「治療を直接の目的とする手術」には、美容整形上の手術などは該

当しません。 
 (4) 工作用自動車 
  「工作用自動車」とは、構造物の建築または破壊、土木工事、農耕

等の作業の用途をもつもので、各種クレーン車、パワーショベル、
フォークリフト、ショベルローダー、ブルドーザー、コンクリート
ミキサートラック、耕運機、トラクター等をいいます。 



- 69 -

特
約
条
項

- 74 -

約
款
・
特
約
条
項



- 70 -

特
約
条
項

- 71 -- 75 -

約
款
・
特
約
条
項



- 70 - - 71 -

特
約
条
項

- 76 -

約
款
・
特
約
条
項



- 72 -

特
約
条
項

- 73 -- 77 -

約
款
・
特
約
条
項



- 72 - - 73 -

特
約
条
項

- 78 -

約
款
・
特
約
条
項



- 74 -

特
約
条
項

- 75 -- 79 -

約
款
・
特
約
条
項



- 74 - - 75 -

特
約
条
項

- 80 -

約
款
・
特
約
条
項



- 76 -

特
約
条
項

- 77 -- 81 -

約
款
・
特
約
条
項



- 76 - - 77 -

特
約
条
項

- 82 -

約
款
・
特
約
条
項



- 78 -

特
約
条
項

- 79 -

指定代理請求特約 
 

（平成25年４月２日改定） 

＜この特約の趣旨＞ 
この特約は、給付金等の受取人である被保険者が給付金等を請求できな

い所定の事情がある場合等に、あらかじめ指定された指定代理請求人が被
保険者に代わって請求を行うことを可能とすることを主な内容とするもの
です。 

第１条＜特約の締結＞ 
１ この特約は、保険契約者と会社との間で主たる保険契約（以下、「主
契約」といいます。）を締結する際または締結した後に、主契約の被
保険者（以下、「被保険者」といいます。）の同意を得たうえで、保
険契約者が会社に申し出て、会社が承諾することにより、主契約に付
加して締結します。 

２ 主契約を締結した後にこの特約を付加する場合には、会社がこの特約
の付加を承諾した日をこの特約の付加日とします。 

第２条＜特約の対象となる給付金等＞ 
  この特約の対象となる給付金等（以下、「給付金等」といいます。）
は、主契約および主契約に付加されている特約（以下、「付加特約」
といいます。）の給付のうち、つぎのとおりとします。 

 (1) 被保険者と受取人が同一人である給付金（保険金、一時金、年金、
祝金、支援金を含み、名称の如何を問いません。以下同じ。） 

 (2) 被保険者と保険契約者が同一人である場合の保険料の払込免除 

第３条＜指定代理請求人の指定＞ 
保険契約者は、被保険者の同意を得て、あらかじめつぎの各号の範囲

内で１人の者（以下、「指定代理請求人」といいます。）を指定してく
ださい。 

 (1) 被保険者の戸籍上の配偶者 
 (2) 被保険者の直系血族 
 (3) 前号のほか、被保険者と同居し、または被保険者と生計を一にして

いる被保険者の３親等内の親族 

第４条＜指定代理請求人または代理請求人による給付金等の請求＞ 
１ 給付金等の受取人（保険料の払込免除の場合は保険契約者。以下同
じ。）が給付金等を請求できないつぎの各号に定める特別な事情があ
るときは、指定代理請求人が、必要書類（別表１）を提出して、給付
金等の受取人の代理人として給付金等の請求をすることができます。 

 (1) 給付金等の請求を行う意思表示が困難であると会社が認めた場合 
 (2) 傷病名の告知を受けない蓋然性が高いと会社が認める傷病名につい

て告知を受けていない場合または余命の告知を受けていない場合 
 (3) その他前２号に準じる状態（給付金等の受取人が死亡した場合を除

きます。）であると会社が認めた場合 
２ 前項の請求を行う場合、指定代理請求人は請求時において第３条＜指
定代理請求人の指定＞に定める範囲内であることを要します。 

３ 給付金等の受取人に給付金等を請求できない特別な事情があり、指定
代理請求人が請求時に第３条＜指定代理請求人の指定＞に定める範囲
外である場合もしくは指定されていない場合（第５条＜指定代理請求
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人の変更および指定の撤回＞の規定により指定代理請求人が撤回され
た場合および指定代理請求人が死亡している場合を含みます。）また
は指定代理請求人に給付金等を請求できない特別な事情がある場合は、
つぎの各号に定めるいずれかの者（以下、「代理請求人」といいます。）
が、必要書類（別表１）を提出して、会社の承諾を得て、給付金等の
受取人の代理人として給付金等の請求をすることができます。 

 (1) 被保険者と同居し、または被保険者と生計を一にしている被保険者
の戸籍上の配偶者 

 (2) 前号に該当する配偶者がいない場合には、被保険者と同居し、また
は被保険者と生計を一にしている３親等内の親族 

 (3) 代理請求人としての要件を満たしていると会社が認めた者 
４ 本条の規定により会社が給付金等を指定代理請求人または代理請求人
に支払った場合には、その後重複してその給付金等の請求を受けても、
会社は、これを支払いません。 

５ 主約款および付加特約の特約条項の身体診査、病歴確認等の規定に定
めるほか、会社は、事実の確認に際し、指定代理請求人または代理請
求人が、会社からの事実の照会について正当な理由がなく回答または
同意を拒んだときは、その回答または同意を得て事実の確認が終わる
まで、給付金の支払または保険料の払込免除を行いません。会社が指
定した医師による被保険者の診断を求めたときも同様とします。 

６ 本条の規定にかかわらず、故意に給付金等の支払事由（保険料の払込
免除事由を含みます。）を生じさせた者または故意に給付金等の受取
人を給付金等を請求できない状態にさせた者は、指定代理請求人およ
び代理請求人としての取扱を受けることができません。 

第５条＜指定代理請求人の変更および指定の撤回＞ 
１ 保険契約者は、被保険者の同意を得て、指定代理請求人を変更するこ
とができます。ただし、変更後の指定代理請求人は第３条＜指定代理
請求人の指定＞に定める範囲内で指定することを要します。 

２ 保険契約者は、被保険者の同意を得て、指定代理請求人の指定を撤回
することができます。 

３ 保険契約者が、前２項の変更または撤回を請求するときは、必要書類
（別表１）を会社に提出してください。 

４ 第１項の変更または第２項の撤回は、保険証券に裏書を受けてからで
なければ、会社に対抗することができません。 

第６条＜告知義務違反による解除および重大事由による解除の通
知＞ 
  主契約または付加特約の告知義務違反による解除および重大事由に
よる解除については、主約款および特約条項の告知義務違反による解
除に関する規定および重大事由による解除に関する規定に定めるほか、
正当な理由によって、保険契約者、被保険者または給付金等の受取人
のいずれにも通知できない場合には、指定代理請求人または代理請求
人に解除の通知をします。 

第７条＜特約の解約＞ 
１ 保険契約者は、将来に向ってこの特約を解約することができます。 
２ 保険契約者が、本条の請求をするときは、必要書類（別表１）を会社
に提出してください。 
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第８条＜特約の消滅＞ 
１ 主契約が消滅したときは、この特約も同時に消滅します。 
２ この特約の消滅前に支払事由に該当した給付金等については、第４条
＜指定代理請求人または代理請求人による給付金等の請求＞の規定を
適用します。 

第９条＜主約款、特約条項の代理請求に関する規定の不適用＞ 
  この特約を付加した場合には、主約款または付加特約の特約条項に
指定代理請求人または代理請求人による請求に関する規定があるとき
でも、当該規定を適用しません。また、その規定によって指定代理請
求人が指定されていた場合には、その指定代理請求人の指定はこの特
約を付加したときに撤回されるものとします。 

第10条＜主約款の準用＞ 
  この特約に別段の定めのない場合には、主約款の規定を準用します。 

第11条＜主契約ががん保険の場合の取扱＞ 
（記載省略） 

第12条＜主契約が新医療保険、疾病入院保険の場合の取扱＞ 
（記載省略） 

第13条＜主契約が５年ごと利差配当付こども保険、こども保険
〔2009〕の場合の取扱＞ 
（記載省略） 

第14条＜主契約に総合介護保障移行特約などが付加されている場
合の取扱＞ 
（記載省略） 
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保険料口座振替特約 
 

（平成26年９月22日改定） 

第１条＜特約の適用＞ 
１ この特約は、保険契約の締結の際または保険料払込期間の中途におい
て、保険契約者から申出があり、かつ、会社がこれを承諾した場合に適
用します。 

２ この特約を適用するには、つぎの条件を満たすことを要します。 
(1) 保険契約者の指定する口座（以下、「指定口座」といいます。）が
会社と保険料の口座振替の取扱を提携している金融機関等（会社が
保険料の収納業務を委託している会社の指定する金融機関等を含み
ます。以下、「提携金融機関等」といいます。）に設置してあるこ
と 

(2) 保険契約者が提携金融機関等に対し、指定口座から会社の口座へ保
険料の口座振替を委任すること 

第２条＜保険料率＞ 
  この特約を適用する月払の保険契約の保険料率は、口座振替保険料
率とします。 

第３条＜保険料の払込＞ 
１ 保険料は、主たる保険契約（以下、「主契約」といいます。）の普通
保険約款（以下、「主約款」といいます。）の保険料の払込の規定にか
かわらず、会社の定めた日（第２回以後の保険料の場合は、払込期月中
の会社の定めた日。以下､｢振替日」といいます。）に指定口座から保険
料相当額を会社の口座に振り替えることによって会社に払い込まれるも
のとします。ただし、振替日が提携金融機関等の休業日に該当する場合
には、翌営業日を振替日とします。 

２ 前項の場合、振替日に保険料の払込があったものとします。 
３ 同一の指定口座から２件以上の保険契約の保険料を振り替える場合に
は、保険契約者は、会社に対しその振替順序を指定できないものとしま
す。 

４ 保険契約者は、振替日の前日までに払込保険料相当額を指定口座に預
入しておくことを要します。 

５ この特約による口座振替によって払い込まれた保険料については、領
収証の発行は行いません。 

第４条＜保険料口座振替不能の場合の取扱＞ 
１ 第１回保険料から口座振替を行う場合で、振替日に第１回保険料（第
１回保険料相当額を含みます。以下同じ。）の口座振替が不能となった
ときには、保険契約者は、振替日の属する月の末日までに、第１回保険
料を会社または会社の指定した場所に払い込んでください。 

２ 振替日に第２回以後の保険料の口座振替が不能となった場合には、つ
ぎのとおり取り扱います。 

 (1) 月払の保険契約の場合、翌月の振替日に翌月分の保険料と合わせて
保険料の口座振替を行います。 

 (2) 年払または半年払の保険契約の場合、振替日の翌月の応当日に再度
保険料の口座振替を行います。 

３ 前項の規定による保険料の口座振替が不能の場合には、保険契約者は、
主約款に定める猶予期間内に払込期月を過ぎた保険料を会社または会社
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の指定した場所に払い込んでください。 

第５条＜第１回保険料から口座振替を行う場合の契約日等の取扱＞ 
  第１回保険料から口座振替を行う場合で、振替日に第１回保険料の
口座振替が行われたときには、つぎのとおりとします。 

 (1) この特約を新がん保険またはがん定期保険に付加した場合 
主約款の規定にかかわらず、第１回保険料の振替日を契約日とします。
ただし、「従たる被保険者である子等の保障継続特則」を付加して保
険契約を締結する場合を除きます。 

 (2) この特約を前号以外のがん保険に付加した場合 
  主約款の規定にかかわらず、第１回保険料の振替日を保険期間の始期

の属する日とします。ただし、「第２被保険者である子等の保障継続
特則」を付加して保険契約を締結する場合を除きます。 

 (3) この特約を前２号に掲げる保険種類以外の保険契約に付加した場合 
  主約款の規定にかかわらず、第１回保険料の振替日を会社の責任開始

の日とします。 

第６条＜指定口座または提携金融機関等の変更＞ 
１ 保険契約者は、指定口座を同一の提携金融機関等の他の口座に変更す
ることができます。また、指定口座を設置している金融機関等を、他の
提携金融機関等に変更することができます。この場合、あらかじめ会社
および提携金融機関等に申し出てください。 

２ 保険契約者が口座振替の取扱を停止する場合には、あらかじめ会社お
よび当該提携金融機関等に申し出て、他の払込方法（経路）を選択して
ください。 

３ 提携金融機関等が保険料の口座振替の取扱を停止した場合には、会社
は、その旨を保険契約者に通知します。この場合には、保険契約者は、
指定口座を他の提携金融機関等に変更するか、他の払込方法（経路）を
選択してください。 

４ 会社は、会社または提携金融機関等の止むを得ない事情により振替日
を変更することがあります。この場合、会社は、その旨をあらかじめ保
険契約者に通知します。 

第７条＜特約の消滅＞ 
  つぎの事由に該当したときは、この特約は消滅します。 
 (1) 月払の保険契約の場合で、保険料の自動振替貸付が行われたとき 
 (2) 保険契約が消滅または失効したとき 
 (3) 保険料の前納が行われたとき 
 (4) 保険料の払込を要しなくなったとき 
 (5) 他の保険料払込方法（経路）に変更したとき 
 (6) 第１条＜特約の適用＞第２項に該当しなくなったとき 

第８条＜主約款の準用＞ 
  この特約に別段の定めのない場合には、その性質が許されないもの
を除き、主約款の規定を準用します。 

第９条＜契約日等の特則＞ 
  保険契約の締結の際にこの特約を付加する場合で、保険契約者から
申出があり、かつ、会社がこれを承諾したときには、つぎのとおりとし
ます。この場合、第５条＜第１回保険料から口座振替を行う場合の契約
日等の取扱＞の規定は適用しません。 

 (1) この特約を新がん保険またはがん定期保険に付加した場合 
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  ① 第１回保険料から口座振替を行う場合で、振替日に第１回保険料
の口座振替が行われたときには、主約款の規定にかかわらず、第１
回保険料の振替日（本号において「保険期間の始期」といいます。）
の属する月の翌月１日を契約日とし、保険期間および保険料払込期
間は、その日を基準として計算します。この場合、主約款の従たる
被保険者の資格の得喪、責任開始日、死亡払戻金、保険料払込の免
除および保険契約を解除できない場合の規定中、「契約日」とある
のを「第１回保険料の振替日」と読み替えます。 

  ② 第１回保険料から口座振替を行う場合で、振替日に第１回保険料
の口座振替が不能となり、振替日の属する月の末日までに第１回保
険料が会社または会社の指定した場所に払い込まれたときには、主
約款の規定にかかわらず、第１回保険料が会社または会社の指定し
た場所に払い込まれた日（本号において「保険期間の始期」といい
ます。）の属する月の翌月１日を契約日とし、保険期間および保険
料払込期間は、その日を基準として計算します。この場合、主約款
の従たる被保険者の資格の得喪、責任開始日、死亡払戻金、保険料
払込の免除および保険契約を解除できない場合の規定中、「契約日」
とあるのを「第１回保険料が会社または会社の指定した場所に払い
込まれた日」と読み替えます。 

  ③ 第２回以後の保険料から口座振替を行う場合には、主約款の規定
にかかわらず、会社が第１回保険料を受け取った日か、被保険者に
関する告知の日のいずれか遅い日（本号において「保険期間の始期」
といいます。）の属する月の翌月１日を契約日とし、保険期間およ
び保険料払込期間は、その日を基準として計算します。この場合、
主約款の従たる被保険者の資格の得喪、責任開始日、死亡払戻金、
保険料払込の免除および保険契約を解除できない場合の規定中、
「契約日」とあるのを「会社が第１回保険料を受け取った日か、被
保険者に関する告知の日のいずれか遅い日」と読み替えます。 

  ④ 主契約に子供特約、手術特約〔がん保険〕および上皮内新生物特
約の全部または一部が付加されている場合、子供特約、手術特約〔が
ん保険〕および上皮内新生物特約の特約条項については、前①から
③の規定を準用します。 

  ⑤ 上記①から③の規定にかかわらず、保険期間の始期から契約日の
前日までの間に主約款または特約の特約条項に規定する給付金、保
険金等の支払事由または保険料の払込の免除事由が生じたときは、
保険期間の始期を契約日とし、保険期間および保険料払込期間は、
その日を基準として再計算し、保険料に過不足があれば精算します。 

 (2) この特約を前号以外のがん保険に付加した場合 
  ① 第１回保険料から口座振替を行う場合で、振替日に第１回保険料

の口座振替が行われたときには、主約款の規定にかかわらず、第１
回保険料の振替日を保険期間の始期の属する日とし、その日の属す
る月の翌月１日を契約日とします。なお、保険期間および保険料払
込期間は、契約日を基準として計算します。 

  ② 第１回保険料から口座振替を行う場合で、振替日に第１回保険料
の口座振替が不能となり、振替日の属する月の末日までに第１回保
険料が会社または会社の指定した場所に払い込まれたときには、主
約款の規定にかかわらず、主約款に定める保険期間の始期の属する
月の翌月１日を契約日とし、保険期間および保険料払込期間は、そ
の日を基準として計算します。 
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  ③ 第２回以後の保険料から口座振替を行う場合には、主約款の規定
にかかわらず、主約款に定める保険期間の始期の属する月の翌月１
日を契約日とし、保険期間および保険料払込期間は、その日を基準
として計算します。 

  ④ 前①から③の規定にかかわらず、保険期間の始期の属する日から
契約日の前日までの間に主約款または特約の特約条項に規定する給
付金、保険金等の支払事由または保険料の払込の免除事由が生じた
ときは、保険期間の始期の属する日を契約日とし、保険期間および
保険料払込期間は、その日を基準として再計算し、保険料に過不足
があれば精算します。 

 (3) この特約を前２号に掲げる保険種類以外の保険契約に付加した場合 
  ① 第１回保険料から口座振替を行う場合で、振替日に第１回保険料

の口座振替が行われたときには、主約款の規定にかかわらず、第１
回保険料の振替日を会社の責任開始の日とし、その日の属する月の
翌月１日を契約日とします。なお、保険期間および保険料払込期間
は、契約日を基準として計算します。 

  ② 第１回保険料から口座振替を行う場合で、振替日に第１回保険料
の口座振替が不能となり、振替日の属する月の末日までに第１回保
険料が会社または会社の指定した場所に払い込まれたときには、主
約款の規定にかかわらず、主約款に定める会社の責任開始の日の属
する月の翌月１日を契約日とし、保険期間および保険料払込期間は、
その日を基準として計算します。 

  ③ 第２回以後の保険料から口座振替を行う場合には、主約款の規定
にかかわらず、主約款に定める会社の責任開始の日の属する月の翌
月１日を契約日とし、保険期間および保険料払込期間は、その日を
基準として計算します。 

  ④ 前①から③の規定にかかわらず、会社の責任開始の日から契約日
の前日までの間に主約款または特約の特約条項に規定する給付金、
保険金等の支払事由または保険料の払込の免除事由が生じたときは、
責任開始の日を契約日とし、保険期間および保険料払込期間は、そ
の日を基準として再計算し、保険料に過不足があれば精算します。 

  ⑤ 主契約にがん特約が付加されている場合、がん特約の特約条項の
規定にかかわらず、「第１回保険料の振替日からその日を含めて３
か月を経過した日の翌日」をがん特約の責任開始日とします。 

第10条＜給付金等を支払う特約を中途付加する場合の特則＞ 
  主契約の締結後に給付金等（保険金、年金を含み、その名称の如何
を問いません。以下同じ。）を支払う特約を中途付加する場合には、
つぎのとおりとします。 

 (1) 当該特約の第１回保険料は、主契約の第２回以後の保険料と同時に
払い込んでください。この場合、主契約の第２回以後の保険料の払
込に関する規定を準用します。 

 (2) 当該特約の特約条項の中途付加する場合の付加日（特約の契約日を
含みます。以下同じ。）の規定にかかわらず、当該特約の付加日は、
つぎのとおりとします。 

  ① 月払契約の場合 
   当該特約の第１回保険料が振り替えられた日の属する月における主

契約の月単位の契約応当日（契約応当日のない月については、そ
の月の末日を契約応当日とします。以下同じ。） 

  ② 半年払契約の場合 
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   当該特約の第１回保険料が振り替えられた日の属する月における主
契約の半年単位の契約応当日 

  ③ 年払契約の場合 
   当該特約の第１回保険料が振り替えられた日の属する月における主

契約の年単位の契約応当日 
 (3) 当該特約の第１回保険料の口座振替が不能となり、第４条＜保険料

口座振替不能の場合の取扱＞第２項を準用して翌月に第１回保険料
の口座振替が行われた場合には、第１回保険料が振り替えられた日
の属する月の前月を第１回保険料が振り替えられた日の属する月と
みなして前号の規定を適用します。 

 (4) 第４条＜保険料口座振替不能の場合の取扱＞第３項を準用して当該
特約の第１回保険料が払い込まれた場合には、本条の規定は適用せ
ず、当該特約の特約条項の中途付加する場合の付加日の規定を適用
します。 
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保険料クレジットカード支払特約 
 

（平成26年９月22日改定） 

第１条＜特約の適用＞ 
１ この特約は、保険契約の締結の際または保険料払込期間の中途におい
て、保険契約者から、会社の指定するクレジットカード（以下、「指
定カード」といいます。）により保険料を払い込む旨の申出があり、
かつ、会社（本特約を通じて「当保険会社」をいいます。）がこれを
承諾した場合に適用します。 

２ 前項の指定カードは、保険契約者が、会社の指定するクレジットカー
ド発行会社（以下、「カード会社」といいます。）との間で締結され
た会員規約等（以下、「会員規約等」といいます。）にもとづき、カ
ード会社より貸与されたものまたは使用を認められたものであること
を要します。 

第２条＜保険料率＞ 
  この特約を適用する月払の保険契約の保険料率は、口座振替保険料
率とします。 

第３条＜保険料の払込＞ 
１ 保険料は、主たる保険契約（以下、「主契約」といいます。）の普通
保険約款（以下、「主約款」といいます。）の保険料の払込の規定に
かかわらず、会社が指定カードの有効性の確認（利用限度額内である
こと等の確認を含みます。以下同じ。）を得た上で、つぎの時に、指
定カードにより保険料相当額を決済すること（以下、「クレジットカ
ード支払」といいます。）によって会社に払い込まれるものとします。 

 (1) 第１回保険料（第１回保険料相当額を含みます。以下同じ。）の場
合は、会社がクレジットカード支払を承諾した時 

 (2) 第２回以後の保険料の場合は、払込期月中の会社の定めた日 
２ 同一の指定カードで２件以上の保険契約のクレジットカード支払を行
う場合には、保険契約者は、会社に対しその決済順序を指定できない
ものとします。 

３ 保険契約者は、カード会社の会員規約等にしたがい、保険料相当額を
カード会社に支払うことを要します。 

４ 会社が指定カードの有効性の確認を得た後で、会社がカード会社より
保険料相当額を領収できなかった場合には、その払込期月中の保険料
（第１回保険料を含みます。）については、第１項のクレジットカー
ド支払がなかったものとして取り扱います。 

５ この特約によるクレジットカード支払によって払い込まれた保険料に
ついては、領収証の発行は行いません。 

第４条＜第１回保険料について指定カードの有効性の確認を得ら
れなかった場合の取扱＞ 
  第１回保険料からクレジットカード支払を行う場合で、第１回保険
料について会社が指定カードの有効性の確認を得られなかったときに
は、会社は、保険契約の申込がなかったものとして取扱います。 

第５条＜指定カードまたはカード会社の変更＞ 
１ 保険契約者は、指定カードを同一のカード会社が発行する他のクレジ
ットカードに変更することができます。また、指定カードを発行して
いるカード会社とは別のカード会社が発行しているクレジットカード
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に変更することができます。この場合、あらかじめ会社に申し出てく
ださい。 

２ 保険契約者が、保険料のクレジットカード支払の取扱を停止する場合
には、あらかじめ会社に申し出て、他の払込方法（経路）を選択して
ください。 

３ カード会社が保険料のクレジットカード支払の取扱を停止した場合に
は、会社は、その旨を保険契約者に通知します。この場合には、保険
契約者は、指定カードを別のカード会社の発行するクレジットカード
に変更するか、他の払込方法（経路）を選択してください。 

第６条＜特約の消滅＞ 
  つぎの事由に該当したときは、この特約は消滅します。 
 (1) 第２回以後の保険料について、会社が指定カードの有効性の確認を

得られなかったとき 
 (2) 第２回以後の保険料について、会社がカード会社より保険料相当額

を領収できなかったとき 
 (3) 保険契約が消滅または失効したとき 
 (4) 保険料の前納が行われたとき 
 (5) 保険料の払込を要しなくなったとき 
 (6) 他の保険料払込方法（経路）に変更したとき 

第７条＜主約款の準用＞ 
  この特約に別段の定めのない場合には、その性質が許されないもの
を除き、主約款の規定を準用します。 

第８条＜契約日等の特則＞ 
  保険契約の締結の際にこの特約を付加する場合で、保険契約者から
申出があり、かつ、会社がこれを承諾したときには、つぎのとおりと
します。 

 (1) この特約を新がん保険またはがん定期保険に付加した場合 
  ① 第１回保険料からクレジットカード支払を行う場合で、第１回

保険料について会社が指定カードの有効性の確認を得たときには、
主約款の規定にかかわらず、第１回保険料が会社に払い込まれた
日か、被保険者に関する告知の日のいずれか遅い日（本号におい
て「保険期間の始期」といいます。）の属する月の翌月１日を契
約日とし、保険期間および保険料払込期間は、その日を基準とし
て計算します。この場合、主約款の従たる被保険者の資格の得喪、
責任開始日、死亡払戻金、保険料払込の免除および保険契約を解
除できない場合の規定中、「契約日」とあるのを「第１回保険料
が会社に払い込まれた日か、被保険者に関する告知の日のいずれ
か遅い日」と読み替えます。 

  ② 第２回以後の保険料からクレジットカード支払を行う場合には、
主約款の規定にかかわらず、会社が第１回保険料を受け取った日
か、被保険者に関する告知の日のいずれか遅い日（本号において
「保険期間の始期」といいます。）の属する月の翌月１日を契約
日とし、保険期間および保険料払込期間は、その日を基準として
計算します。この場合、主約款の従たる被保険者の資格の得喪、
責任開始日、死亡払戻金、保険料払込の免除および保険契約を解
除できない場合の規定中、「契約日」とあるのを「会社が第１回
保険料を受け取った日か、被保険者に関する告知の日のいずれか
遅い日」と読み替えます。 
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  ③ 主契約に子供特約、手術特約〔がん保険〕および上皮内新生物特
約の全部または一部が付加されている場合、子供特約、手術特約
〔がん保険〕および上皮内新生物特約の特約条項については、前
①および②の規定を準用します。 

  ④ 上記①および②の規定にかかわらず、保険期間の始期から契約日
の前日までの間に主約款または特約の特約条項に規定する給付金、
保険金等の支払事由または保険料の払込の免除事由が生じたとき
は、保険期間の始期を契約日とし、保険期間および保険料払込期
間は、その日を基準として再計算し、保険料に過不足があれば精
算します。 

 (2) この特約を前号以外のがん保険に付加した場合 
  ① 第１回保険料からクレジットカード支払を行う場合で、第１回保

険料について会社が指定カードの有効性の確認を得たときには、
主約款の規定にかかわらず、主約款に定める保険期間の始期の属
する月の翌月１日を契約日とし、保険期間および保険料払込期間
は、その日を基準として計算します。 

  ② 第２回以後の保険料からクレジットカード支払を行う場合には、
主約款の規定にかかわらず、主約款に定める保険期間の始期の属
する月の翌月１日を契約日とし、保険期間および保険料払込期間
は、その日を基準として計算します。 

  ③ 前①および②の規定にかかわらず、保険期間の始期の属する日か
ら契約日の前日までの間に主約款または特約の特約条項に規定す
る給付金、保険金等の支払事由または保険料の払込の免除事由が
生じたときは、保険期間の始期の属する日を契約日とし、保険期
間および保険料払込期間は、その日を基準として再計算し、保険
料に過不足があれば精算します。 

 (3) この特約を前２号に掲げる保険種類以外の保険契約に付加した場合 
  ① 第１回保険料からクレジットカード支払を行う場合で、第１回保

険料について会社が指定カードの有効性の確認を得たときには、
主約款の規定にかかわらず、会社の責任開始の日の属する月の翌
月１日を契約日とし、保険期間および保険料払込期間は、その日
を基準として計算します。 

  ② 第２回以後の保険料からクレジットカード支払を行う場合には、
主約款の規定にかかわらず、主約款に定める会社の責任開始の日
の属する月の翌月１日を契約日とし、保険期間および保険料払込
期間は、その日を基準として計算します。 

  ③ 前①および②の規定にかかわらず、会社の責任開始の日から契約
日の前日までの間に主約款または特約の特約条項に規定する給付
金、保険金等の支払事由または保険料の払込の免除事由が生じた
ときは、責任開始の日を契約日とし、保険期間および保険料払込
期間は、その日を基準として再計算し、保険料に過不足があれば
精算します。 

第９条＜給付金等を支払う特約を中途付加する場合の特則＞ 
主契約の締結後に給付金等（保険金、年金を含み、その名称の如何

を問いません。）を支払う特約を中途付加する場合には、つぎのとお
りとします。 
(1) 当該特約の第１回保険料は、主契約の第２回以後の保険料と同時
に払い込んでください。この場合、主契約の第２回以後の保険料の
払込に関する規定を準用します。 
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(2) 当該特約の特約条項の中途付加する場合の付加日（特約の契約日
を含みます。以下同じ。）の規定にかかわらず、当該特約の付加日
は、つぎのとおりとします。 

 ① 月払契約の場合 
   当該特約の第１回保険料が決済された日の属する月における主契約

の月単位の契約応当日（契約応当日のない月については、その月
の末日を契約応当日とします。以下同じ。） 

 ② 半年払契約の場合 
   当該特約の第１回保険料が決済された日の属する月における主契約

の半年単位の契約応当日 
 ③ 年払契約の場合 

   当該特約の第１回保険料が決済された日の属する月における主契約
の年単位の契約応当日 
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別表21-2 病院または診療所                       

「病院または診療所」とは、つぎのいずれかに該当したものとします。 
１．医療法に定める日本国内にある病院または患者を収容する入院施設

を有する有床診療所（四肢における骨折、脱臼、捻挫または打撲に
関し施術を受けるため、柔道整復師法に定める施術所に収容された
場合には、その施術所を含みます。）。ただし、介護保険法に定め
る医療施設（介護療養型医療施設など）を除きます。 

２．上記１の場合と同等の日本国外にある医療施設 
 

別表22-2 入院                                               

「入院」とは、医師（柔道整復師法に定める柔道整復師を含みます。以
下同じ。）による治療（柔道整復師による施術を含みます。以下同
じ。）が必要であり、かつ自宅等での治療が困難なため、別表21-2に定
める病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念す
ることをいいます。 
 

別表23-2 通院                                                

「通院」とは、医師（柔道整復師法に定める柔道整復師を含みます。）
による治療（柔道整復師による施術を含みます。以下同じ。）が必要で
あり、別表21-2に定める病院または診療所および患者を収容する施設を
有しない診療所において、外来で診察、投薬、処置、手術、その他の治
療を医師の指示により受けることをいいます。（往診を含みます。） 
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る医療施設（介護療養型医療施設など）を除きます。 

２．上記１の場合と同等の日本国外にある医療施設 
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別表23-2 通院                                                

「通院」とは、医師（柔道整復師法に定める柔道整復師を含みます。）
による治療（柔道整復師による施術を含みます。以下同じ。）が必要で
あり、別表21-2に定める病院または診療所および患者を収容する施設を
有しない診療所において、外来で診察、投薬、処置、手術、その他の治
療を医師の指示により受けることをいいます。（往診を含みます。） 
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（祝日・年末年始は除く。月曜日は電話が込み合
うことがございます。）

●受付時間　月曜日～金曜日　9：00～18：00
　　　　　　土曜日　　　　　9：00～17：00
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